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自由貿易の促進を目的とする世界貿易機関（ＷＴＯ）は、すべての加盟国に等しい関
税を適用することを原則としている。ＷＴＯにおける通商交渉では、ウルグアイ・ラウ
ンドおよびそれに続くドーハ・ラウンドを通じて、貿易円滑化に関する交渉について一
定の進展がみられるものの、全体の議論としては膠着状態が継続しており、2011年
12月にジュネーブで開催されたＷＴＯの閣僚会合は、ドーハ・ラウンドでは近い将来
に全体合意に至ることはない、という議長総括とともに閉幕している。

そのような状況のなか、ＷＴＯの枠組みのもとでも、主に二国間で貿易自由化をさら
に促進するための協定（ＦＴＡ・ＥＰＡ。以下、あわせて「ＦＴＡ」という）を結ぶこと
が容認されている⑴。これを受けて、各国が個別に交渉を継続した結果、１９９０年
以前は、世界にわずか16件しか存在しなかったＦＴＡが、ＷＴＯでの議論の停滞を受
けて、いまや２００件以上に上り、その協定の締結数はさらに増え続けている。原則
として協定の内容は、それぞれの協定ごとに異なることから、その原産地規則等に関
しても異なるルールが混在することとなり、このような状況は複雑に絡み合うスパゲ
ティにたとえて、「スパゲティ・ボール現象」⑵と呼ばれることもある。

⑴	 	関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）24条

⑵	 	U.S.Trade	Policy:	The	Infatuation	with	Free	Trade	Areas,"	in	Jagdish	Bhagwati	and	Anne	O.	
Krueger,	The	Dangerous	Drift	to	Preferential	Trade	Agreements

FTA・EPAによる関税減免メリットを享受するためには、各個別FTA・EPAにおいて
品目ごとに定められている原産地規則を満たすことが必要となる。本稿では、上下連
載2回にわたり、原産地規則充足の観点から、東アジアにおけるFTA先進国である韓
国のFTAへの取組み状況を紹介するとともに、南北アメリカおよび欧州市場に向かう
サプライチェーン上の製造拠点として産業集積が進むメキシコの貿易促進プログラム
を利用したサプライチェーン事例、NAFTA（北米自由貿易協定）および日本・メキシ
コEPAの原産地規則の概要、ならびに原産地規則充足のための実務対応等について
解説する。
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はじめに

日本を取り巻くＦＴＡの現状

このような潮流のなか、日本も2002年のシンガポールＦＴＡを皮切りに徐々にＦＴＡ
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日本企業のオリジン・コンプライアンス対応状況

の締結を進め、2013年４月現在で、発行済みのものが13件、交渉中のものが８件、
交渉以前の共同研究等段階のものが２件を数えている⑶。今後は、米国やＥＵ等、先
進工業国（いわゆる資本輸出国）との間のＦＴＡが成立することも見込まれている。

このように、ＷＴＯの枠組みを中心とした20	世紀の国際通商フレームワークから、Ｆ
ＴＡに基づく21世紀型のアプローチへと、グローバル企業のサプライチェーンをめぐ
る通商環境は急激に変化している。

⑶	 	経済産業省ＨＰ　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/

近年日本企業におけるＦＴＡの利用率は、ＦＴＡの導入から時間が経過したことでＦＴ
Ａに関する情報が入手しやすくなったこと、経済産業省による利用促進活動、さらには、
昨今のＴＰＰを取り巻く議論の活発化による自由貿易協定への関心の高まり等により
上昇傾向にある。さらに先日、政府が発表した成長戦略案においては、本邦の貿易
額に占めるＦＴＡカバー比率を現在の19％から70％まで高めるべく、グローバルな経
済活動のベースとなる経済連携を推進していく方針が発表⑷されている。今後、グロー
バル企業のサプライチェーンにおいて、ＦＴＡの恩典を確保することによりコスト競争
力を改善することが、ますます重要なテーマとなることが見込まれる。

それでは、現状における日本企業のＦＴＡ利用の実態、およびその利用に伴うオリジン・
コンプライアンス（原産地規則充足のための内部管理）はどのようになっているのだろ
うか。

⑴　ＦＴＡの利用率

まず、主要なＦＴＡの利用率についてみてみると⑸、輸出入ともに、タイ、インドネ
シアなどの東南アジア諸国（ＡＳＥＡＮを含む）とのＦＴＡの利用率（日本からの輸
出については、タイ30.1％、インドネシア22.1％。日本への輸入に関しては、タイ
31.9％、インドネシア32.8％）は相対的に高い状況がうかがえる。

一方で、ＦＴＡの業種別の利用状況をみてみると、輸出に関しては、「自動車／自動車
部品／その他輸送機器」が利用率39.3％と最も高く、これを「窯業・土石」（39.1％）、「化
学」（33.3％）が追う結果となっている。他方で、「自動車／自動車部品／その他輸送
機器」の輸入についての利用率は7.1％と低く、「窯業・土石」（26.1％）、「木材・木製
品／家具・建材／紙・パルプ」（20％）および「小売」（18.2％）の利用率は高くなっ
ている。これは、「自動車／自動車部品／その他輸送機器」の日本への輸入に関しては、
ＷＴＯの協定税率においてすでに関税が無税とされているものがほとんどであり、手
間をかけてＦＴＡの優遇税率の適用を受ける必要がないことから、輸入に係る利用率
が低くなっているものと考えられる。ただし、輸出入ともに、ＦＴＡの利用率は、総じ
て40％前後で伸び悩んでおり、この主な原因は、輸出に関しては、「適用できるＦＴＡ
が未締結等の理由で輸入相手からの要請がない」、「原産地基準を満たすための事務
的負担、手数料費用の負担または原産地基準の煩雑さ等」となっている。

このようなＦＴＡ利用率の低さからは、オリジン・コンプライアンスに関して積極的に
取り組んでいる企業が、現状ではまだまだ少ない状況をうかがい知ることができる。

⑵　オリジン・コンプライアンスへの対応の必要性

しかしながら、グローバルサプライチェーンにおける関税コスト負担額の軽減は、効
率的なサプライチェーン構築のための重要な課題の１つとされている。この状況を踏ま
え、これまで輸入相手からＦＴＡの特恵税率の適用を受けるための要件、つまり原産
地証明についての要請を受けることがなかったとしても、今後主要仕向け先国との間
のＦＴＡネットワークが拡張していくにしたがって、輸出先の取引相手から原産地証明
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韓国における原産地検証（Verification）件数の動向

の発行要請が増えていく状況が予想される。つまり、このような取引相手からの要望
に応えることで自らの価格競争力を維持するためには、オリジン・コンプライアンスお
よび原産地証明取得のための事務コスト負担が、今後は必要経費となっていくものと
考えられる。

さらに、この問題は完成品を直接的に最終顧客へ輸出する者に限った話ではない。
完成品の原材料等を供給しているサプライヤーにおいても、その直接の輸出者が完成
品の原産地証明手続を行うために、その利用原材料等の原産性についての証明を求
められる状況が予想されることから、完成品である商品・製品を直接的に輸出する者
に限らず、最終的に輸出される商品・製品の製造を含めた１つのサプライチェーンに
関与するすべての主要サプライヤーにおいて、同様のオリジン・コンプライアンス対応
が必要となるのである。

次に、将来的に日本企業が取り組むべきオリジン・コンプライアンスの方向性と課題
を考えるために参考になる韓国の状況をみていくことにする。

⑷	 	2013年6月12日第12回産業競争力会議配布資料	成長戦略（案）

⑸	 	2012年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（2013年3月、日本貿易振興機構）

日本企業が将来的に取り組むべきオリジン・コンプライアンスの方向性を占うには、
ＦＴＡ先進国である韓国が締結しているＦＴＡを取り巻くオリジン・コンプライアンスの
状況が参考となろう。貿易に依存する度合いが大きい韓国は、ＦＴＡの締結を積極的
かつ戦略的に進めている。米国、ＥＵ、ＡＳＥＡＮなど経済規模が大きな国や地域を
はじめとした、多数の国と地域との間にＦＴＡネットワークを構築しており、いまや韓
国は、チリやシンガポール等と並ぶＦＴＡ先進国の１つといえる。

韓国がＦＴＡのオリジン・コンプライアンスという観点で日本に大きく先行している
理由の１つには、韓国が米国および欧州連合（ＥＵ）といった、資本輸出国との間
ですでにＦＴＡを発効させており、これらの国々の当局を相手とした原産地の検証
（Verification）経験を蓄積していることが挙げられる。つまり、韓国税関当局や、これ
らの国々への輸出を行っている韓国の製造者は、北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）や
関税同盟等で先行するこれらの国の関税当局からの厳しい基準に基づく原産地検証
の経験を有しており、そのためオリジン・コンプライアンスを正確に行う必要性に対す
る認識が、日本が締結しているＦＴＡのもとで特恵関税率を享受している者と比べて
相対的に高いといわれている。

韓国では、2011年７月にＥＵと、そして2012年３月には米国との間でＦＴＡがそれぞ
れ発効したが、これらの資本輸出国である大規模経済圏とのＦＴＡ発効を皮切りに、
ＦＴＡの原産地検証数が急増している（図表１）。特に、ＥＵとのＦＴＡに関しては、
発効から１年が経過した時点における相手国からの検証要求は、前年比200％以上
の増加を示している。米国とのＦＴＡについても本年３月に発効から１年を経過し、ま
た、トルコＦＴＡを始めとした追加協定の増加により、韓国からの輸出に関する原産
地検証の件数は、今後も継続的に増加していくことが予想されている。したがって、
検証対応のための負担も同様に増加傾向を示すことが見込まれている。
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図表１：ＦＴＡの原産地検証数の傾向（KPMG韓国事務所調べ）
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２つの原産地検証方法

輸入国の当局が実施する原産地検証の方法は、直接検証と間接検証の２つに大別さ
れる。

直接検証では、輸入国の当局（たとえば、米国の税関・国境警備局「ＣＢＰ」など）
が海外の輸出者・生産者（たとえば、韓国企業）に対して直接調査を実施する。一方、
間接検証では、輸入国の当局は輸出者・生産者が所在する国の当局または原産地証
明書の発給機関（前述の例では、韓国税関）に対して検証を依頼し、依頼を受けた
輸出国の当局が輸入国の当局に代わって原産地の適正性を検証する手続がとられる。

日本が締結しているＦＴＡでは間接検証が採用されており、欧州においても原則的に
同様である。一方、北米各国が締結しているＦＴＡでは直接検証が原則となっており、
北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）等においてもこの方式が採用されている。韓国・米国
が締結するＦＴＡにおいても直接検証が原則とされており、韓国・米国ＦＴＡでは、Ｃ
ＢＰが韓国の輸出者・生産者に対して直接検証を行う方式を原則としている。参考ま
でに、韓国・ＥＵＦＴＡと韓国・米国ＦＴＡにおける検証手続を比較すると図表２のと
おりである。

韓国・EU FTA 韓国・米国 FTA

検証対象
原則として無作為に行われるが、輸
入当局がその原産地証明に関して疑
わしいと認められる場合にも行われ
る。

◦	税収の損失を招いたり、米国経済、
国民の健康や安全に脅威を及ぼし
たりすると認められるものの輸入
◦	自動車、繊維、衣類、鉄鋼、電子、
農産物の輸入が中心

検証主体 輸出国の当局により行われる。
事前調査を通じて問題があると認め
られる場合には、輸入国の税関当局
により行われる。

検証期間 検証要求の日から10カ月以内

書面の検証は60日、現場調査は、2	
～	3週間行われ、輸入品の原産地規
定を満たすかどうかについて検証結
果通知の手続を含めて米国税関の検
証手続は約7カ月程度の期間がかか
る。

措置

⑴	 	検証期間中の特恵待遇の適用の
停止をすることができる。

⑵	 	検証要求の日から10カ月以内に
要求された事項に対しての回答が
ない場合等には、特恵待遇の適
用を停止することができる。

⑴	 	検証期間中の特恵待遇の適用を
停止することができる。

⑵	 	検証要求の日から30日以内に回
答がない場合等には、特恵待遇
の適用を停止することができる。

図表2：韓国・EU FTAと韓国・米国 FTAの原産地検証の違い
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韓国ＦＴＡにおける原産地検証の範囲

一般的にＦＴＡの原産地の検証は、主として以下の項目に関して実施されるが、韓国
においても同様である。なお、韓国では検証結果の報告までには、一般的に７カ月
程度を要するといわれている。

① 書類の整備状況についての確認
　◦	財務諸表と原産地決定根拠の整合性
　◦	仕入明細、製造原価、輸送関連書類

②計算の正確性
　◦	付加価値基準の計算、および税番分類変更基準の判断根拠

③サプライヤーの管理状況
　◦	サプライヤーから提出を受けた原産地の判定根拠書類
　◦	サプライヤーにおける原産地判定の正確性

④システムの整合性
　◦	システムに組み込まれている原産地の計算ロジック

⑤関税番号分類
　◦	原材料および完成品の関税番号分類判定の妥当性

検証により指摘を受けた主な非違事例

ＦＴＡによる特恵関税率適用に関して指摘された一般的な非違としては主として以下
のものが挙げられる。

（ⅰ）原産地決定基準に関するもの
　◦	輸入物品の関税分類に関する誤りがあったケース
　◦	税番分類変更基準、付加価値基準の適用に関して誤りがあったケース

（ⅱ）相手先要件に関するもの
　◦	取引は、ＦＴＡ締約国間で行われる必要があるが、輸出国原産の製品が、ＦＴＡ
締約国以外の国からもう一方のＦＴＡ締約国へ向けて輸出されたケース

（ⅲ）積送基準に関するもの
　◦	輸入製品は、原産国からＦＴＡ締約国の取引相手に対して直接運送される必要が
ある（積送基準）が、この基準を満たしていない輸送と認定されたケース

　◦	輸入製品が原産国から第三国を経由して輸送される場合には、単なる積替え等の
ための経由であったことを書類等で証明する必要があるが、その証明が不十分で
あったケース

（ⅳ）原産地証明書の有効期限
　◦	原産地証明書の有効期限は、原則として１年以内であるが、その有効期限を超え
ていたケース

（ⅴ）原産地証明および取引記録の保管に関するもの
　◦	原産地証明およびその関連書類は５年間の保存が義務づけられており、輸入国
の当局からの問い合わせには誠実に対応するとともに、依頼を受けた場合には提
出しなければならないが、十分な書類整備が行われていなかったため、特恵税率
の適用が否認されたケース

（ⅵ）輸出者および生産者の非協力によるもの
　◦	原産地検証が行われる場合は、輸入者は検証対象となった輸入取引に関連する
ＦＴＡ締約国の輸出者および生産者とともに、原産地が適正であることを立証す
る義務を負うが、これらの取引関係者から十分な協力が得られず、原産地の適正
性の立証に支障をきたしたケース
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（ⅶ）証憑書類の不整合によるもの
　◦	原産地の適正性を立証する書類は相互に整合を有している必要があるが、書類の
一部またはすべてに整合がみられなかったケース

　　なお、原産地の適正性を立証する書類としては、以下のものが挙げられる。
　　◦	原産地証明書
　　◦	売買契約書
　　◦	仕入元帳（会計帳簿）
　　◦	運送書類
　　◦	製造原価に関する情報
　　◦	商品元帳（会計帳簿）
　　◦	特恵関税率申請書類、等

（ⅷ）関係者の非協力によるもの
　◦	原産地の検証手続では、輸入者、輸出者、および生産者等の取引関係者は、輸
入国当局からの質問・資料提出依頼、および実地調査に対する協力義務を有す
るが、これら関係者が協力を拒んだために、特恵税率の適用が否認されたケース

韓国主要企業の対応

韓国では、前述のとおりオリジン・コンプライアンスを正確に行う必要性に対する意
識が高く、また、国策として海外諸国とのＦＴＡを促進しているという関係上、その
重要性からＦＴＡに係る原産地証明手続に備えて韓国企業が、その証明に係る方針お
よびプロセスの策定に積極的に関与しており、韓国政府も韓国企業のこのような動き
をサポートしている。

また、個々の企業においては、ＦＴＡの原産地証明書に関して、内部の業務プロセス
改善、ＨＳ番号およびそれに関する資料の管理、サプライヤー側での情報収集のた
めのサプライヤー管理を行うとともに、最終的には、ＩＴシステムを利用する形でコン
プライアンスへの対応を行っているケースが多い。なお、このような原産地管理システ
ムは、個々の商品・製品についての原産地の正確かつ効率的な判定と証明書の発行
のみを目的としているのではなく、輸入国の当局から原産地についての立証を求められ
た場合に、必要となるサポート書類や判断のプロセスを適切に開示できるように設計
されたものである。そして、製造輸出に従事する韓国企業では、これまでの経験から
ＦＴＡのコンプライアンス・システムの導入をさらに進めながら、多国籍企業とのビジ
ネスを拡大している。

日本企業の課題と進むべき方向性

日本政府が、貿易に占めるＦＴＡカバー率を、現在の19％から70％に引き上げること
を政策目標として掲げていることは、先に述べたとおりである。また、ＦＴＡのカバー
率が増えればＦＴＡの利用の有無が価格競争力により大きな影響を及ぼすことも明ら
かである。そのため、今後は、サプライチェーンの価格競争力確保のための一要素と
して、日本企業もこれまで以上にＦＴＡを積極的に活用していくべき状況が見込まれる。

⑴　原産地規則の充足

ＦＴＡの適用を受けるためにはそれぞれのＦＴＡにおいて、具体的な物品ごとに定めら
れている原産地規則を充足する必要がある。原産地規則を充足していることの証明に
あたっては、各国または地域において権限が与えられている第三者が原産地証明書を
発行する第三者証明型と、自己で原産地規則を充足していることを宣誓したり、自己
で原産地証明書を発行したりする自己証明型とがある。日本では、原則的には、日
本商工会議所へ各輸出者が原産地証明の申請を行うことにより原産地証明書を取得
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する第三者証明型を採用しているが、日本・スイスＦＴＡ、日本・メキシコＦＴＡおよ
び日本・ペルーＦＴＡにおいては、一定の場合において自己証明型の原産地証明書の
発行も認められている。また、現在参加交渉中のＴＰＰにおいては、自己証明型の原
産地証明手続が導入されることも見込まれている⑹。しかしながら、第三者機関によ
り原産地証明書が発行されるのか、あるいは自己証明を行うのかについては、あくま
で手続上の問題であり、実際にその対象となる貨物が原産地規則を満たすかどうかに
ついては、原産地証明書の発行方式とは別に立証可能な状況を整えておく必要があ
る。

⑵　原産地の立証

原産地の立証にあたっては、工程管理に直結した原価計算などの会計知識が必要と
なるほか、ＨＳコードの確認作業や加工の工程の確認等の関税分野の専門知識も必
要であり、さらには、適用するＦＴＡや対象となる物品ごとに異なる原産地規則に基
づき、各個別通関貨物に係る立証作業を行う必要があるので、複数のサプライチェー
ンについて原産地管理を包括的に行うためには、従来のようなマニュアル作業では効
率性や正確性の観点から問題が多く、結果としてヒューマンエラー等、誤判断を行う
リスクが高くなってしまう。そこで、状況に応じてオリジン・コンプライアンスを総合的
に管理するＩＴシステム対応を行うことが有益と考えられる。このようなシステム対応
の具体例については、次回に紹介したい。

⑹	 	ＴＰＰのもととなった環太平洋戦略的経済連携協定では、輸出者または製造者により原産地
証明書の発行、または原産地の宣誓が行われることが認められている（Article	4.13	of	Trans-
Pacific	Strategic	Economic	Partnership	Agreement）。
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